
 

資－２１ 

組合員氏名・住所変更申告書 

組合員が氏名又は住所を変更したときに提出してください。 

（注）被扶養者の氏名訂正、別居先の住所変更は、被扶養者申告書〔変更〕を提出してください。【扶－14】 

 

1 2 3 4

組　　合　　員　　等 　氏　  名 （氏名変更のときは、旧氏名） 所　　属　　所　　名

記　 号 番　　 号

組合　太郎 〇　〇　市6 0 0

組
　
　
合
　
　
員

変
更
後
氏
名

フリガナ

姓

ｷﾖｳｻｲ

名

変
　
更
　
後
　
住
　
所

岐阜

フリガナ

岐阜

フリガナ ﾔﾌﾞﾀﾐﾅﾐ5-14-53

薮田南５－１４－５３

ﾀﾛｳ

氏　名 共済 太郎

変更年月日 令和　　〇年　　 〇月　　 〇日 変更理由 婚姻

ﾌﾚｱｲｶｲｶﾝ13

ふらい会館１３階

旧　住　所 岐阜市〇〇１－２－３

変更年月日 令和　　〇年　　〇月　　〇日 変更理由 転居

同居・別居
の　区分 続　柄 コード

ア 組合　華子 同居・別居 実母 エ 同居・別居

被　扶　養　者　氏　名
同居・別居
の　区分 続　柄 コード 被　扶　養　者　氏　名

カ 同居・別居

イ 共済　花 同居・別居 妻 オ 同居・別居

被
　
　
扶
　
　
養
　
　
者

◎被扶養者全員の状況（同居・別居）について記入してください。

ウ 同居・別居

組 合 員
氏 名

住 所
変 更 申 告 書

組合員の氏名及び住所を変更したときに提出してください。
住所変更については、新しい証の交付はありません。

〈変更事項〉

府
県

都
道

市
区
郡

町
村

都道府県
市区郡

町村・番地

アパート マンション

〇〒 －〇 〇 〇 〇 〇 〇

※氏名変更の場合は、旧姓の『組合員証』を添付してください。

【注】・組合員が住所変更したことにより新たに別居となる被扶養者がある場合については、『被扶養者申告書』、『扶養の実態に関する申立書』、
別居者の『世帯全員の住民票』を添付してください。（別居することとなるのが子・配偶者の場合は住民票は不要です。）

・被扶養配偶者(20歳以上60歳未満)のうち、次の方は「国民年金第3号被保険者住所変更届」もあわせて提出してください。
★平成30年3月4日以前に住所を異動された方
★海外居住や短期在留等により個人番号（マイナンバー）がない方 ★住民票の住所と別の住所に通知書の送付を希望する方
★個人番号（マイナンバー）と基礎年金番号が同一人のものとして結びついていない方

✓

✓

 

   

 

 

 

【添付書類】 

(氏名変更をする場合) 

・組合員証・被扶養者証・資格確認書・高齢受給者証・限度額認定証・後期高齢者組合員証明書（持っている場合） 

※組合員の氏名のみ変更する場合でも、被扶養者分も添付が必要です。組合員証及び被扶養者証については、令和７年

12 月２日以降は添付不要です。資格情報通知書の添付は必要ありません。 

・被扶養者申告書(変更)等 

・外国籍の方などの場合は、外国籍組合員（被扶養者）の氏名表記等登録申請書  

 (住所変更をする場合) 

・被扶養配偶者（20 歳以上 60 歳未満）のうち、★に該当する方は「国民年金第 3 号被保険者住所変更届」 

★海外居住や短期在留等により個人番号がない方 ★住民票の住所と別の住所に通知書の送付を希望する方  

★個人番号と基礎年金番号が同一人のものとして結びついていない方 

(組合員が住所変更したことにより新たに別居となる被扶養者がある場合) 

 ・上記の「☆」欄をご覧ください。 

※状況によっては、上記以外の書類を必要とすることがあります。 

変更する箇所（氏名又は住

所）に☑をつけてください。 

☆ 現在、被扶養者として認定されているすべてのご家族について記入し、組合員氏名・住所変更後の「組

合員と同居・別居」の状況を記入してください。 

 組合員が住所変更したことにより新たに別居となる被扶養者がある場合は、「被扶養者申告書」等を合わ

せて提出してください。 ( 詳細は【扶－14】をご覧ください。)  

住所変更のときは、郵便番号を

記入し、アパート・マンション名

まで必ず記入してください。 

氏名変更する場合は必ず資格確認書

等を添付し、組合員本人のみ変更の

場合でも被扶養者の資格確認書等を

必ず添付してください。（添付がない

と新証の交付はできません。） 

変更理由・変更日を記入してください。 

 別居により扶養の実態がなくなり、扶養を取消すことになった場合は被扶養者申告書〔取消〕及び必要

書類等を提出してください。【扶－13】 

 


